
 

 

 

   甲賀市子育て支援センター条例及び甲賀市室内多目的広場条例の一部 

を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の理由 

  水口子育て支援センター及び室内多目的広場の休館日を変更するため、甲賀市

子育て支援センター条例及び甲賀市室内多目的広場条例の一部を改正しようとす

るものです。 

 

２ 改正の概要 

 （１） 甲賀市子育て支援センター条例の一部改正 

水口子育て支援センターの休館日を変更するため、別表第１を改めます。 

施設の名称 改正前の休館日 改正後の休館日 

甲賀市水口子育て支援

センター 

日曜日、 

祝日、年末年始 

日曜日、月曜日、 

祝日、年末年始 

【別表第１関係】 

 

 （２） 甲賀市室内多目的広場条例の一部改正 

室内多目的広場の休館日を変更するため、第５条第２項第１号を改めます。 

施設の名称 改正前の休館日 改正後の休館日 

甲賀市室内多目的広場 月曜日及び火曜日、 

年末年始 

火曜日及び水曜日、 

年末年始 

【第５条第２項第１号関係】 

 

 （３） この条例は、令和８年４月１日から施行します。 

【付則関係】 

  

令和７年１２月定例会 厚生文教常任委員会 資料 

関連議案番号：議案第１０６号 

所管課名：こども政策部子育て政策課 



３ その他 

  水口子育て支援センターは開館日が週６日から週５日になりますが、一日あた

りの利用枠を増やすことでサービスの充実をめざします。 

  改正後の各施設の休館日は、以下のとおりとなります。 

施設名 休館日 

土山、甲南子育て支援センター 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

水口、甲賀、信楽子育て支援センター 日曜日、月曜日、祝日、年末年始 

室内多目的広場 火曜日、水曜日、年末年始 

 


